
【資料４】



・海岸法に基づく海岸保全計画の策定の経緯や、計画策定

の手順等について記載している。

【今回変更】令和２年の「気候変動を踏まえた海岸保全の

あり方提言」や「海岸保全基本方針の変更」を追記し、今

回の計画変更の経緯を追記

・燧灘、伊予灘、豊後水道東沿岸のそれぞれの海域につい

て、具体的な海岸の特性（過去の海岸災害、人口分布、産

業、自然環境、海岸利用の状況）などを記載している。

・上記の特性から、愛媛県の海域を５つのゾーンに分類し、

それぞれのゾーンで基本方針を設定

【今回変更】引用している統計データなどを最新のデー

タに時点修正

・海岸毎に背後地の重要度や津波や高潮等に対する危険度

を評価し、整備対象海岸と重点整備海岸を抽出。

【今回変更】整備対象海岸と重点整備海岸の再評価に伴

う一覧表の修正

これまで、参考資料とし公表していなかったが、今回の計画変更に

合わせて公表する。
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